
  

 

第１６５７回島根県教育委員会会議 議題書 

令和７年２月４日(火) 

日 時 

     13 時 30 分～ 



第１６５７回教育委員会会議議題 

期日 令和７年２月４日(火)    

議   題 

－公 開－ 

（報告事項）  

第59号 県立学校における育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要 

領の一部改正及び時差出勤勤務の導入について 

（学校企画課） --------- １ 

 第60号 令和６年度教職員の休憩時間及び持ち帰り仕事等の実態調査結果 

について 

     （学校企画課）                   --------- ２ 

 第61号 令和７年度島根県公立高等学校入学者選抜における特色選抜の結 

果について 

     （教育指導課）                   --------- ３ 

 第62号 県立高校一人一台貸出端末の卒業後の無償譲渡について 

（教育指導課）                   --------- ４ 

第63号 令和７年３月高校卒業予定者の就職内定状況（12月）について 

     （教育指導課）                   --------- ５ 

－非公開－ 

（議決事項） 

第35号 島根県教育庁等組織規則等の一部改正について 

（総務課） --------- ６ 

（報告事項） 

第64号 令和７年度当初予算案及び令和６年度２月補正予算案の概要につ 

いて 

     （関係課）                     --------- ７ 

第65号 県立学校の教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校の教職 

員の給与等に関する条例の一部改正について 

     （総務課）                     --------- ８ 

第66号 県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一 

部改正について 

     （学校企画課）                   --------- ９ 

第67号 県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例の一部改 

正について 

     （学校企画課）                   --------- 10 
第68号 島根県手数料条例の一部改正について 

     （学校企画課）                   --------- 11 
第69号 令和７年度県立学校校長職及び教頭職に係る採用・昇任候補者選 

考試験の結果について 

     （学校企画課）                   --------- 12 



報告第 59 号 

学 校 企 画 課 

 

県立学校における育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領の一部改正 

及び時差出勤勤務の導入について 

 

１ 育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領の一部改正 

⑴ 背景 

・ 県立学校における育児又は介護のための早出遅出勤務制度は平成 29年８月に導入し、その

後勤務区分を弾力化（30 分単位から 15分単位）したものの、変更できる時間帯は維持 

・ 現行の規定では、教育職員が変更できる勤務時間が、他の所属に比べて制限の強いものにな

っており、効果は限定的 

・ 規定外の時間を設定する場合は教育長協議を要することとしているが、近年変更された時間

は事務職員と同じ「60分後」（※ R３：２件、R６：１件） 

 

⑵ 改正内容【資料１】 

改正後 改正前 

【教育職員・事務職員】 

（最早）  
各学校の勤務開始時刻の 60 分前か

ら勤務終了時刻の 60 分前まで 

（最遅） 

 各学校の勤務開始時刻の 60 分後から

勤務終了時刻の 60 分後まで 

 

※ 長期休業期間については、勤務開始

時刻の前後 90 分まで拡大（ただし、午

前７時以降、定時制課程においては午

後 10 時以前に設定） 

 

【教育職員】 

（最早）各学校の勤務開始時刻の 60 分前から、 

最終時限授業終了時刻以降 

（最遅）各学校の第１時限授業開始時刻から、 

勤務終了時刻の 60 分後まで 

※ 教育長協議を経て、上記以外の勤務時間の

設定が可能 

【事務職員】 

（最早） 各学校の勤務開始時刻の 60 分前から 

勤務終了時刻の 60 分前まで 

（最遅） 各学校の勤務開始時刻の 60 分後から 

勤務終了時刻の 60 分後まで 

 

（その他） 

・ 地方公務員法及び児童福祉法の改正にともなう改正 

・ 各様式の変更、押印削除 

 

⑶ 施行日 

令和７年４月１日 
 

２ 時差出勤勤務の導入 

⑴ 背景 

・ 令和元年８月から知事部局等で時差出勤勤務制度が開始 

・ 県立学校については、授業時程に合わせて教育活動が行われていることから未導入 

 （令和元年 7月 23 日付け島教総第 307 号通知） 
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・ 今年度、県立学校及び働き方改革モデル地域（江津市）の小中学校２校を対象に試行中 

  （実施時期は長期休業期間に限定。ただし、働き方改革モデル校は除く。） 

【試行実施校】（R6.12 月時点） 

夏季休業期間 
高校 21 校（全日・定通別）、特別支援学校７校、 

江津市立津宮小学校、江津中学校 

冬季休業期間 高校 18 校（全日・定通別）、特別支援学校３校 

授業を行う期間 松江緑が丘養護学校（１、２、３学期）、松江東高校（３学期） 

 

⑵ 導入内容【資料２】 

試行アンケート結果、校長会、モデル校管理職への聞取りを踏まえ、以下のとおり導入する。 

なお、将来的には目的を拡大し、利用しやすいものとなるよう引き続き検討する。 

・ 職員の勤務時間に関する規程第３条に基づき、校長による勤務時間の割振りで実施 

※ 知事部局等も指定権者（管理職）が勤務時間を割り振る扱い 

・ 安定的な学校運営の維持、育児又は介護のための早出遅出勤務制度とのバランスを考慮し、

目的及び勤務区分を、授業を行う期間と長期休業期間に分けて定める。 

 
目的 

勤務区分 

※ 7：00～22：00 の範囲内 

授業を行

う期間 

子育て又は介護によるもの、管理職が

業務上必要と認めるもの 

通常の勤務開始時刻から前後 60 分ま

で、15 分単位で変更可能 

長期休業 

期間 

上記に柔軟な働き方、ワーク・ライ

フ・バランスの推進を追加 

通常の勤務開始時刻から前後 90 分ま

で、15 分単位で変更可能 

・ その他については知事部局等と概ね同様 

 

⑶ 施行日 

令和７年４月１日 
 

３ 県立学校、市町村教育委員会への対応 

・ １月 31 日 県立学校、市町村教育委員会、教育事務所に通知を発出 

※ 市町村教育委員会には、実施要領の例を送付【資料３】 

・ ２月 ３日 第４回県・市町村教育長会議・学力育成会議において説明 

・ ２月 14 日 公立高等学校長協会において説明 
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育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領一部改正（新旧対照表） 

改正後 改正前 
（趣旨） 
第１条〔略〕 
 
（対象教職員） 
第２条 早出遅出勤務の対象となる教職員は、職

員の勤務時間に関する規程（平成４年島根県教

育委員会訓令第５号）第3条第１項の別表に掲

げる県立学校に勤務する教職員（地方公務員法

第 22 条の３第１項の規定により任用された教

育職員を含む）で次の各号に掲げる者を除く教

職員（以下「教職員」という）とする。 

（１）～（６）〔略〕 

 
（勤務時間） 
第３条 早出遅出勤務を行う教職員の勤務時間

は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。 
 ただし、表により勤務時間を変更した場合、勤

務開始時刻が午前７時より早くなるときの勤務時

間は「午前７時 00 分から午後３時 45 分まで」と

し、勤務終了時刻が午後 10 時より遅くなるとき

の勤務時間は「午後１時 15 分から午後 10 時ま

で」とする。 
勤 務 時 間 

早出 

勤務Ａ 

各学校の勤務開始時刻の 90 分前から

勤務終了時刻の90分前まで 

早出 

勤務Ｂ 

各学校の勤務開始時刻の 75 分前から

勤務終了時刻の75分前まで 

早出 

勤務Ｃ 

各学校の勤務開始時刻の 60 分前から

勤務終了時刻の60分前まで 

早出 

勤務Ｄ 

各学校の勤務開始時刻の 45 分前から

勤務終了時刻の45分前まで 

早出 

勤務Ｅ 

各学校の勤務開始時刻の 30 分前から

勤務終了時刻の30分前まで 

早出 

勤務Ｆ 

各学校の勤務開始時刻の 15 分前から

勤務終了時刻の15分前まで 

遅出 

勤務Ａ 

各学校の勤務開始時刻の 15 分後から

勤務終了時刻の15分後まで 

遅出 

勤務Ｂ 

各学校の勤務開始時刻の 30 分後から

勤務終了時刻の30分後まで 

遅出 

勤務Ｃ 

各学校の勤務開始時刻の 45 分後から

勤務終了時刻の45分後まで 

（趣旨） 
第１条〔略〕 
 
（対象教職員） 
第２条 早出遅出勤務の対象となる教職員は、職

員の勤務時間に関する規程（平成４年島根県教

育委員会訓令第５号）第3条第１項の別表に掲

げる県立学校に勤務する教職員（地方公務員法

第 22 条第２項  の規定により任用された教

育職員を含む）で次の各号に掲げる者を除く教

職員（以下「教職員」という）とする。 

（１）～（６）〔略〕 

 
（勤務時間） 
第３条 早出遅出勤務を行う教職員の勤務時間

は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。 
 ただし、所属長は教育職員にかかる早出遅出勤

務に関し、次の表にない勤務時間の設定が必要と

認める場合は、教育長に協議の上、別段の勤務時

間を設定することができる。 
 
 
教職員 勤 務 時 間 

教
育
職
員 

以下に示す勤務開始時刻および終了時刻の

範囲内において１５分単位で変更し、１日

の勤務時間が７時間４５分になるようにす

る。※ただし、午前７時以降、午後１０時以

前に設定 
勤務開

始時刻 
各学校の勤務開始時刻の６０分前

から第１時限授業開始時刻まで 
勤務終

了時刻 
各学校の最終時限授業終了時刻か

ら勤務終了時刻の６０分後まで 

事
務
職
員 

以下に示す区分のとおりとする。 
※ただし、午前７時以降、午後１０時以前に

設定 
早出勤

務Ａ 
各学校の勤務開始時刻の６０分前

から勤務終了時刻の６０分前まで 
早出勤

務Ｂ 
各学校の勤務開始時刻の４５分前

から勤務終了時刻の４５分前まで 
早出勤

務Ｃ 
各学校の勤務開始時刻の３０分前

から勤務終了時刻の３０分前まで 

資料１ 
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遅出 

勤務Ｄ 

各学校の勤務開始時刻の 60 分後から

勤務終了時刻の60分後まで 

遅出 

勤務Ｅ 

各学校の勤務開始時刻の 75 分後から

勤務終了時刻の75分後まで 

遅出 

勤務Ｆ 

各学校の勤務開始時刻の 90 分後から

勤務終了時刻の90分後まで 

 
 
 
 
 
２ 前項の表中、早出勤務Ａ、早出勤務Ｂ、遅

出勤務Ｅ又は遅出勤務Ｆにより勤務時間を変

更できるのは、島根県立高等学校規程第６条

第１項第３号から第６号（同条第３項の規定

により変更した場合は変更後の期間）及び島

根県立特別支援学校規程第５条第１項第３号

から第６号（同条第３項の規定により変更し

た場合は変更後の期間）に定める休業日のみ

とする。 

 

（育児を行う教職員の早出遅出勤務） 

第４条〔略〕 
（１）〔略〕 
（２）〔略〕 

①児童福祉法第６条の２の２第３項に規定す

る放課後等デイサービス事業を行う施設 

②～⑤〔略〕 

（３）～（４）〔略〕 

 

 

第５条～第９条〔略〕 
 
 
（雑則） 
第 10 条 この要領に定めるもののほか、この要

領の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
  〔略〕 
  附 則 
 この要領は、令和５年７月１８日から施行する。 
  附 則 
 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

早出勤

務Ｄ 
各学校の勤務開始時刻の１５分前

から勤務終了時刻の１５分前まで 
遅出勤

務Ａ 
各学校の勤務開始時刻の１５分後

から勤務終了時刻の１５分後まで 
遅出勤

務Ｂ 
各学校の勤務開始時刻の３０分後

から勤務終了時刻の３０分後まで 
遅出勤

務Ｃ 
各学校の勤務開始時刻の４５分後

から勤務終了時刻の４５分後まで 
遅出勤

務Ｄ 
各学校の勤務開始時刻の６０分後

から勤務終了時刻の６０分後まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（育児を行う教職員の早出遅出勤務） 

第４条〔略〕 
（１）〔略〕 
（２）〔略〕 

①児童福祉法第６条の２の２第４項に規定す

る放課後等デイサービス事業を行う施設 

②～⑤〔略〕 

（３）～（４）〔略〕 

 
 
第５条～第９条〔略〕 
 
 
（雑則） 
第 10 条 この要領に定めるもののほか、この要

領の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
  〔略〕 

  附 則 

 この要領は、令和５年７月１８日から施行する。 
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県立学校時差出勤勤務実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、職員の勤務時間に関する規程（平成４年島根県教育委員会訓令第

５号）第１条第２項の規定に基づき、県立学校に勤務する教職員の時差出勤勤務（始

業及び終業の時刻を、教職員の申告を考慮して、各学校の勤務開始時刻及び勤務終了

時刻よりも早く、又は遅くすることにより、あらかじめ定められた特定の時刻とする

勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 

（目的） 

第２条 時差出勤勤務は、次により実施する。 

⑴ 長期休業期間においては、教職員の柔軟な働き方を可能とし、ワーク・ライフ・

バランスの推進により教育の質及び公務能率の向上を図ることを目的とする。 

⑵ 授業を行う期間においては、子育て又は介護を行う教職員、又は所属長が業務上

必要と認める教職員の仕事と生活の両立を図ることを目的とする。 

 

（対象職員） 

第３条 時差出勤勤務の対象となる教職員は、県立学校に勤務する教職員であって、時

差出勤勤務を行わない場合において、勤務時間が各学校の勤務開始時刻から勤務終了

時刻まで（７時間45分）と定められている者とする。ただし、寄宿舎指導員及び水産

練習船「神海丸」に乗り組む教育職員は、それぞれ特定の業務に従事している期間を

対象外とする。 

 

（指定権者） 

第４条 時差出勤勤務の指定を行う者（以下「指定権者」という。）は、教育事務決裁

規程（昭和45年島根県教育委員会教育長訓令第１号）第７条から第16条までの規定に

より、時差出勤勤務を行う教職員の勤務時間の割振りの変更について専決することが

できる者とする。 

 

（勤務時間） 

第５条 時差出勤勤務を行う教職員の勤務時間は、次の表に定めるとおりとする。ただ

し、表により勤務時間を変更した場合、勤務開始時刻が午前７時より早くなるときの

勤務時間は「午前７時00分から午後３時45分まで」とし、勤務終了時刻が午後10時よ

り遅くなるときの勤務時間は「午後１時15分から午後10時まで」とする。 

勤務区分 勤務時間 

早出勤務Ａ 各学校の勤務開始時刻の90分前から勤務終了時刻の90分前まで 

資料２ 
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早出勤務Ｂ 各学校の勤務開始時刻の75分前から勤務終了時刻の75分前まで 

早出勤務Ｃ 各学校の勤務開始時刻の60分前から勤務終了時刻の60分前まで 

早出勤務Ｄ 各学校の勤務開始時刻の45分前から勤務終了時刻の45分前まで 

早出勤務Ｅ 各学校の勤務開始時刻の30分前から勤務終了時刻の30分前まで 

早出勤務Ｆ 各学校の勤務開始時刻の15分前から勤務終了時刻の15分前まで 

通常 各学校の勤務開始時刻から勤務終了時刻まで 

遅出勤務Ａ 各学校の勤務開始時刻の15分後から勤務終了時刻の15分後まで 

遅出勤務Ｂ 各学校の勤務開始時刻の30分後から勤務終了時刻の30分後まで 

遅出勤務Ｃ 各学校の勤務開始時刻の45分後から勤務終了時刻の45分後まで 

遅出勤務Ｄ 各学校の勤務開始時刻の60分後から勤務終了時刻の60分後まで 

遅出勤務Ｅ 各学校の勤務開始時刻の75分後から勤務終了時刻の75分後まで 

遅出勤務Ｆ 各学校の勤務開始時刻の90分後から勤務終了時刻の90分後まで 

 

２ 前項の表中、早出勤務Ａ、早出勤務Ｂ、遅出勤務Ｅ又は遅出勤務Ｆにより勤務時

間を変更できるのは、島根県立高等学校規程第６条第３号から第６号（同条第３項

の規定により変更した場合は変更後の期間）及び島根県立特別支援学校規程第５条

第３号から第６号（同条第３項の規定により変更した場合は変更後の期間）に定め

る休業日のみとする。 

 

（申告手続） 

第６条 教職員は時差出勤勤務を行うことを希望する日の属する月（以下「時差出勤勤

務実施月」という。）の前月の20日（その日が週休日又は休日に当たる場合は、その

日の直前の週休日及び休日でない日）までに、総務事務システム又は時差出勤勤務申

告割振簿（様式第１号）により、早出勤務又は遅出勤務を希望する日（以下「早出遅

出希望日」という。）を指定権者に申告するものとする。 

２ 前項の早出遅出希望日の申告は、時差出勤勤務実施月の初日から末日までの間の１

箇月を単位として行うものとする。 

 

（勤務の指定） 

第７条 指定権者は、前条の規定による申告があった場合には、時差出勤勤務実施月の

前月の末日までに勤務の指定を行うものとし、公務の運営に支障がないと認められる

日については申告どおりの勤務区分の勤務の指定を行い、公務の運営に支障がある日

については、通常の勤務区分の勤務の指定を行うものとする。 

２ 指定権者は、各学校が定める勤務時間中における学校運営体制の確保の状況等を総
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合的に考慮し、公務の運営への支障の有無を判断するものとする。 

３ 指定権者は、勤務時間における学校運営体制の確保のため、教職員の勤務区分の調

整を行う場合には、教職員間の公平性に配意するものとする。この場合において、教

職員から育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領に基づく早出遅出勤務の

請求がある場合は、当該請求を優先して勤務区分の調整を行うものとする。 

 

（申告の変更） 

第８条 早出勤務又は遅出勤務の指定を受けた教職員は、通常の勤務区分の勤務への変

更を希望する場合は、当該変更を希望する勤務日の前日までに、総務事務システム又

は時差出勤勤務申告割振簿（様式第１号）により、当該変更について指定権者に申告

するものとする。 

２ 指定権者は、前項の申告があった場合は、学校運営体制の確保や公務運営への支障

等を総合的に考慮し、勤務の指定を通常の勤務区分に変更するものとする。 

 

（公務運営の支障による通常の勤務区分への変更） 

第９条 指定権者は、第７条の規定による勤務の指定後に公務の運営に支障があること

が明らかになった場合は、当該支障がある日の勤務区分を通常の区分に変更すること

ができる。この場合においては、勤務区分を通常の区分に変更する日の前日までに、

総務事務システム又は時差出勤勤務申告割振簿（様式第１号）により当該教職員の確

認を受けなければならない。 

 

（深夜勤務に伴う遅出勤務） 

第10条 指定権者は、公務上やむを得ない理由により教職員に深夜（午後10時から翌日

の午前５時までの間）の時間外勤務を命じる場合において、当該教職員から総務事務

システム又は時差出勤勤務申告割振簿（様式第１号）により、直後の勤務について遅

出勤務を行うことを希望する内容の申告があったときは、当該時間外勤務の終了時刻

から直後の勤務の始業時刻までの間の時間が11時間に満たない場合に限り、当該直後

の勤務について遅出勤務の指定を行うことができる。 

２ 前項の遅出勤務の指定は、遅出勤務を行う日の前日までに行わなければならないも

のとする。 

 

（総務事務システムへの入力） 

第11条 時差出勤勤務申告割振簿（様式第１号）による申告を考慮して時差出勤勤務の

指定を行った場合、指定権者は、勤務の区分を総務事務システムに入力しなければな

らない。ただし、所属長が指定権者以外の者が入力することが適当と認める場合は、

所属長が別に定める者が入力することができる。 
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（雑則） 

第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、令和７年３

月17日から施行する。 

（準備行為） 

２ 令和７年４月における時差出勤勤務に係る準備行為は、この要領の施行前において

も、この要領の規定の例により行うことができる。 

（組織改正に伴う経過措置） 

３ 組織改正により所属が新設された場合における当該所属が新設された日が属する

月の時差出勤勤務に関するこの要領の規定の適用については、第６条第１項中「前月

の20日（その日が週休日又は休日に当たる場合は、その日の直前の週休日及び休日で

ない日）」とあるのは「所属長が定める申告期限日」と、同条第２項中「初日から末

日までの間の１箇月」とあるのは「所属長が定める時差出勤勤務開始日から末日まで

の間の期間」と、第７条第１項中「時差出勤勤務実施月の前月の末日」とあるのは「所

属長が定める時差出勤勤務開始日の前日」とする。 
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市（町村）立学校時差出勤勤務実施要領の例 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（以下「条例」とい

う。）第22条の２第２項の規定に基づき、市（町村）立学校に勤務する教職員の時差

出勤勤務（始業及び終業の時刻を、教職員の申告を考慮して、各学校の勤務開始時刻

及び勤務終了時刻よりも早く、又は遅くすることにより、あらかじめ定められた特定

の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 時差出勤勤務は、長期休業期間において柔軟な働き方を可能とし、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進により教育の質及び公務能率の向上を図ることを目的として実

施する。 

授業を行う期間においては子育て又は介護を行う教職員の仕事と生活の両立を支

援、又は所属長が業務上必要と認める場合に限るものとする。 

 

（対象職員） 

第３条 時差出勤勤務の対象となる教職員は、県立学校に勤務する教職員であって、時

差出勤勤務を行わない場合において、勤務時間が各学校の勤務開始時刻から勤務終了

時刻まで（７時間45分）と定められている者とする。 

 

（指定権者） 

第４条 時差出勤勤務の指定を行う者（以下「指定権者」という。）は、時差出勤勤務

を行う教職員の勤務時間の割振りの変更について市（町村）教育委員会より委任又は

専決されている者とする。 

 

（勤務時間） 

第５条 時差出勤勤務を行う教職員の勤務時間は、次の表に定めるとおりとする。ただ

し、表により勤務時間を変更した場合、勤務開始時刻が午前７時より早くなるときの

勤務時間は「午前７時00分から午後３時45分まで」とし、勤務終了時刻が午後10時よ

り遅くなるときの勤務時間は「午後１時15分から午後10時まで」とする。 

勤務区分 勤務時間 

早出勤務Ａ 各学校の勤務開始時刻の90分前から勤務終了時刻の90分前まで 

早出勤務Ｂ 各学校の勤務開始時刻の75分前から勤務終了時刻の75分前まで 

早出勤務Ｃ 各学校の勤務開始時刻の60分前から勤務終了時刻の60分前まで 

資料３ 
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早出勤務Ｄ 各学校の勤務開始時刻の45分前から勤務終了時刻の45分前まで 

早出勤務Ｅ 各学校の勤務開始時刻の30分前から勤務終了時刻の30分前まで 

早出勤務Ｆ 各学校の勤務開始時刻の15分前から勤務終了時刻の15分前まで 

通常 各学校の勤務開始時刻から勤務終了時刻まで 

遅出勤務Ａ 各学校の勤務開始時刻の15分後から勤務終了時刻の15分後まで 

遅出勤務Ｂ 各学校の勤務開始時刻の30分後から勤務終了時刻の30分後まで 

遅出勤務Ｃ 各学校の勤務開始時刻の45分後から勤務終了時刻の45分後まで 

遅出勤務Ｄ 各学校の勤務開始時刻の60分後から勤務終了時刻の60分後まで 

遅出勤務Ｅ 各学校の勤務開始時刻の75分後から勤務終了時刻の75分後まで 

遅出勤務Ｆ 各学校の勤務開始時刻の90分後から勤務終了時刻の90分後まで 

 

２ 前項の表中、早出勤務Ａ、早出勤務Ｂ、遅出勤務Ｅ又は遅出勤務Ｆにより勤務時

間を変更できるのは、市（町村）立小・中学校等管理規則の例第３条第３号から第

６号に定める休業日（同条第４項の規定により変更した場合は変更後の期間）に定

める休業日のみとする。 

 

（申告手続） 

第６条 教職員は時差出勤勤務を行うことを希望する日の属する月（以下「時差出勤勤

務実施月」という。）の前月の20日（その日が週休日又は休日に当たる場合は、その

日の直前の週休日及び休日でない日）までに、市（町村）の出退勤・勤務時間に係る

管理システム又は時差出勤勤務申告割振簿（様式第１号）により、早出勤務又は遅出

勤務を希望する日（以下「早出遅出希望日」という。）を指定権者に申告するものと

する。 

２ 前項の早出遅出希望日の申告は、時差出勤勤務実施月の初日から末日までの間の１

箇月を単位として行うものとする。 

 

（勤務の指定） 

第７条 指定権者は、前条の規定による申告があった場合には、時差出勤勤務実施月の

前月の末日までに勤務の指定を行うものとし、公務の運営に支障がないと認められる

日については申告どおりの勤務区分の勤務の指定を行い、公務の運営に支障がある日

については、通常の勤務区分の勤務の指定を行うものとする。 

２ 指定権者は、各学校が定める勤務時間中における学校運営体制の確保の状況等を総

合的に考慮し、公務の運営への支障の有無を判断するものとする。 

３ 指定権者は、勤務時間における学校運営体制の確保のため、教職員の勤務区分の調
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整を行う場合には、教職員間の公平性に配意するものとする。この場合において、教

職員から育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領に基づく早出遅出勤務の

請求がある場合は、当該請求を優先して勤務区分の調整を行うものとする。 

 

（申告の変更） 

第８条 早出勤務又は遅出勤務の指定を受けた教職員は、通常の勤務区分の勤務への変

更を希望する場合は、当該変更を希望する勤務日の前日までに、市（町村）の出退勤・

勤務時間に係る管理システム又は時差出勤勤務申告割振簿（様式第１号）により、当

該変更について指定権者に申告するものとする。 

２ 指定権者は、前項の申告があった場合は、学校運営体制の確保や公務運営への支障

等を総合的に考慮し、勤務の指定を通常の勤務区分に変更するものとする。 

 

（公務運営の支障による通常の勤務区分への変更） 

第９条 指定権者は、第７条の規定による勤務の指定後に公務の運営に支障があること

が明らかになった場合は、当該支障がある日の勤務区分を通常の区分に変更すること

ができる。この場合においては、勤務区分を通常の区分に変更する日の前日までに、

市（町村）の出退勤・勤務時間に係る管理システム又は時差出勤勤務申告割振簿（様

式第１号）により当該教職員の確認を受けなければならない。 

 

（深夜勤務に伴う遅出勤務） 

第10条 指定権者は、公務上やむを得ない理由により教職員に深夜（午後10時から翌日

の午前５時までの間）の時間外勤務を命じる場合において、当該教職員から市（町村）

の出退勤・勤務時間に係る管理システム又は時差出勤勤務申告割振簿（様式第１号）

により、直後の勤務について遅出勤務を行うことを希望する内容の申告があったとき

は、当該時間外勤務の終了時刻から直後の勤務の始業時刻までの間の時間が11時間に

満たない場合に限り、当該直後の勤務について遅出勤務の指定を行うことができる。 

２ 前項の遅出勤務の指定は、遅出勤務を行う日の前日までに行わなければならないも

のとする。 

 

（雑則） 

第11条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、令和７年３
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月17日から施行する。 

（準備行為） 

２ 令和７年４月における時差出勤勤務に係る準備行為は、この要領の施行前において

も、この要領の規定の例により行うことができる。 

（組織改正に伴う経過措置） 

３ 組織改正により所属が新設された場合における当該所属が新設された日が属する

月の時差出勤勤務に関するこの要領の規定の適用については、第６条第１項中「前月

の20日（その日が週休日又は休日に当たる場合は、その日の直前の週休日及び休日で

ない日）」とあるのは「所属長が定める申告期限日」と、同条第２項中「初日から末

日までの間の１箇月」とあるのは「所属長が定める時差出勤勤務開始日から末日まで

の間の期間」と、第７条第１項中「時差出勤勤務実施月の前月の末日」とあるのは「所

属長が定める時差出勤勤務開始日の前日」とする。 
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報告第 60 号 

学 校 企 画 課 

 

令和６年度教職員の休憩時間及び持ち帰り仕事等の実態調査結果について 

 

１ 調査の概要 

⑴ 目的 

 教職員の働き方改革における効果的な方策立案等に資するため 

⑵ 対象校 

  令和５年度調査を実施した市町村立小学校 20 校及び中学校 10 校、県立高等学校

６校及び特別支援学校２校の計 38 校（抽出） 

⑶ 対象者・回答数（単位：人） 

総回答数 1,016 名（※ 常勤かつ本務職員に限る。一部無効回答有） 

[職種別有効回答数] 

校長 
副校長 

・教頭 

主幹 

教諭 

教諭 

・講師 

養護 

教諭 

(含助) 

栄養 

教諭 

・学校 

栄養士 

事務ﾘｰﾀﾞｰ 

・事務主幹 

・主任・主事

（主任） 

寄宿舎 

指導員 

(主任・

期付) 

実習 

助手 

(主任・

期付) 

計 

35 43 13 781 47 8 42 24 18 1,011 

⑷ 主な調査内容 

・ ワーク・ライフ・バランスに係る意識 

・ 勤務日５日間の休憩時間の状況 

・ 週休日を含めた１週間の持ち帰り仕事の状況 

・ 学校での働き方改革の取組状況（新規） 

・ 教職員の仕事のやりがい（新規） 

 ⑸ 調査方法 

   令和６年９月から 11 月の間、各対象校で任意に定めた１週間における上記⑷の

実態を、教職員が個別に、所定の調査様式に記入する形式 
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２ 時間外勤務時間と持ち帰り仕事時間の状況について 

⑴ 時間外勤務時間と持ち帰り仕事時間 

 ① 平均時間（分／日） 

 
時間外勤務時間 

持ち帰り仕事時間 計  うち部活動 

小学校  78.3 分  0.1 分 23.9 分 102.2 分 

中学校  99.2 分 33.5 分 20.2 分 119.4 分 

高等学校 122.9 分 56.2 分 18.3 分 141.2 分 

特別支援学校  44.2 分  0.2 分 18.5 分  62.7 分 

全校種  83.9 分 19.7 分 20.5 分 104.4 分 

   ※ 調査期間１週間の状況により算出 

 

  ② 平均時間（時間／月） 

 時間外勤務時間 持ち帰り仕事時間 計 

小学校 39.8 時間 12.1 時間 51.9 時間 

中学校 50.4 時間 10.3 時間 60.7 時間 

高等学校 62.5 時間 9.3 時間 71.8 時間 

特別支援学校 22.5 時間 9.4 時間 31.9 時間 

全校種 42.6 時間 10.4 時間 53.0 時間 

     ※ ①の平均時間（分／日）から１箇月の時間を試算 

 

  ③ １週間の時間外勤務と持ち帰り仕事の区分による人数割合 

 持ち帰り仕事時間（週） 

していない 
３時間 

30 分未満 

３時間 30 分以

上７時間未満 

７時間以上

14時間未満 

14 時間 

以上 
計 

時
間
外
勤
務
時
間
（
週
） 

していない  8.5%  1.0%  0.6%  0.1%  0.1%  10.2% 

５時間未満 11.1%  4.0%  2.0%  0.9%   0.2%  18.2% 

５時間以上 

10 時間未満 
16.3%  5.5%  4.4%  1.7%  0.8%  28.7% 

10 時間以上 

15 時間未満 
 7.6%  5.5%  4.2%  3.3%  0.7%  21.2% 

15 時間以上 10.2%  5.1%  2.4%  2.8%  1.2%  21.7% 

計 53.7% 21.0% 13.5%  8.8%  3.0% 100.0% 

     ※ 計数については、それぞれ四捨五入によっているため、合計等と一致しないものが 

ある。 
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 ⑵ 時間外勤務時間と持ち帰り仕事時間の散布図（時間／月） 
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Ｒ５

Ｒ６

<n=300> <n=245> <n=207> <n=259> 

３ ワーク・ライフ・バランスに係る意識 

 ⑴ ワーク・ライフ・バランスの肯定的回答※ 

※ 「肯定的回答」は、ワーク・ライフ・バランスが「取れている」又は「どちらかという

と取れている」という回答を合わせた数 

 

① 全校種 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 校種別 
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Ｒ５
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<n=35> <n=42> <n=13> <n=777> <n=47> <n=8> <n=42> <n=24> <n=18>

50.8%

66.5%

52.1%

70.6%
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20%
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80%

100%
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Ｒ５

Ｒ６

<n=505> <n=500>

63.2%

53.6%

60.2%
57.2%

63.3%
66.5%

56.5%
62.0%

58.3%

71.4%
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20%

40%
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100%

30歳以下 31～40歳 41～50歳 51～60歳 61歳以上

Ｒ５

Ｒ６

③ 職別 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

④ 学級担任有無別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 年代別 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<n=200> <n=191> <n=234> <n=312> <n=70> 
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54.6%

57.3%

44.4%

41.7%

34.3%

26.9%

25.4%

22.2%

18.3%

15.8%

10.1%

5.4%

49.1%

48.8%

41.4%

30.2%

29.9%

20.7%

17.6%

13.6%

12.8%

12.5%

7.9%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

校務分掌の業務

学習指導・学習内容の対応

児童生徒支援、特別支援対応

校務に係る事務作業（会計、文書作成等）

部活動に係る業務

保護者対応

教員欠員による業務負担

教育委員会からの調査・照会等業務

ＩＣＴ活用、タブレット端末等の対応

私生活上の要因

その他

感染症に係る対応

Ｒ５

Ｒ６

 

⑵ ワーク・ライフ・バランスの阻害要因（全校種、校種別） 

ワーク・ライフ・バランスが「どちらかというと取れていない」又は「取れていな 

い」と回答した者（Ｒ６:391 人）において、その阻害要因を尋ねた（複数回答可）。 

要 因 

全校種割合 Ｒ６校種別（上位５位） 

Ｒ５ Ｒ６ 小学校 中学校 
高等 

学校 

特別支

援学校 

校務分掌の業務 ②54.6% ①49.1% ②54.5% ②45.4% ②53.0% ②43.3% 

学習指導・学習内容の対応 ①57.3% ②48.8% ①60.0% ④37.0% ③42.2% ①55.6% 

児童生徒支援、特別支援対応 ③44.4% ③41.4% ③51.8% ②45.4% ④26.5% ③37.8% 

校務に係る事務作業（会計､文書作成等） ④41.7% ④30.2% ④35.5% ⑤27.8% ⑤25.3% ④31.1% 

部活動に係る業務 ⑤34.3% ⑤29.9%  ①57.4% ①65.1%  

保護者対応 ⑥26.9% ⑥20.7% ⑤33.6%    

教員欠員による業務負担 ⑦25.4% ⑦17.6%    ⑤17.8% 

教育委員会からの調査・照会等業務 ⑧22.2% ⑧13.6%     

ICT活用、タブレット端末等の対応 ⑨18.3% ⑨12.8%     

私生活上の要因 ⑩15.8% ⑩12.5%     

その他 ⑪10.1% ⑪ 7.9%     

感染症に係る対応 ⑫ 5.4% ⑫ 0.8%     

(注)丸数字は、全校種又は当該校種での順位 

 

 ① 全校種における阻害要因割合 
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 ② 校種別阻害要因割合（校種別上位５位） 
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0.0%

33.6%

17.3%

45.4%

37.0%

45.4%

27.8%

57.4%

20.4%

21.3%

53.0%

42.2%

26.5%
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56.4%
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55.3%
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高等学校

特別支援学校

全て休憩できた 一部休憩できなかった 全く休憩できなかった

全
校
種

４ 休憩時間の状況について 

・ 休憩時間の割振りは、教職員の服務監督権者である教育委員会（例：県立学校

の場合は県教育委員会）に権限があるが、多くの場合、教職員を直接監督する校

長への委任・専決事項となっており、学校によって設定している時間帯は異なる。 

 

⑴ 全校種、校種別の休憩時間の取得状況 

勤務日(５日)の 

休憩の状況 

全校種 校種別 Ｒ５ 

全校種

割合 
人数 割合 小学校 中学校 

高等 

学校 

特別支

援学校 

全て休憩できた 212 21.2%  11.7%  21.3%  35.8%  20.6%   18.0% 

一部休憩できなかった 572 57.2%  50.5%  55.3%  58.8%  65.6%   56.4% 

全く休憩できなかった 216 21.6%  37.8%  23.4%   5.4%  13.8%   25.6% 

計 1,000 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒ
６ 
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Ｒ５

Ｒ６

⑵ ５日間ともに「全く休憩できなかった」と回答した職別の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 休憩ができなかった理由（複数回答可） 

(注)「丸数字」は、全校種又は当該校種での順位 

  ・ 休憩ができなかった理由については、半数以上の教職員が「授業準備、片付

け」「児童生徒への指導」をあげている。 

  ・ 児童生徒への指導の割合が高い、小学校・特別支援学校については、児童生

徒が学校にいる間は休憩を取りにくい状況が見られる。 

 

 

 

 

 

理 由 

全校種割合 校種別校種別（上位５位） 

Ｒ５ Ｒ６ 小学校 中学校 
高等 

学校 

特別支

援学校 

授業準備、片付け ②52.1% ①54.8% ①60.9% ②51.2% ①58.4% ②47.4% 

児童生徒への指導 ①54.5% ②52.8% ②57.6% ①47.3% ②41.0% ①58.7% 

校務分掌業務 ③27.6% ③26.1% ④26.5% ③34.0% ③28.2% ④15.8% 

学習評価（採点含） ④17.1% ④16.8% ③30.5% ④16.7%   

学級等事務(文書作成、会計等) ⑤14.9% ⑤15.5%  ⑤16.3%  ③18.7% 

会議、打合せ、研修（準備含） ⑥12.0% ⑥11.6% ⑤16.0%  ⑤10.5%  

行事等の対応 ⑦10.6% ⑦11.5%     

その他 ⑩ 6.6% ⑧ 9.2%    ⑤ 9.8% 

保護者を含む外部への対応 ⑧ 9.5% ⑨ 7.6%     

部活動に関する業務 ⑨ 6.7% ⑩ 6.4%   ④17.7%  

<n=34>  <n=43>  <n=12>  <n=772>  <n=47>  <n=8>  <n=41>  <n=21>  <n=17> 
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① 全校種における休憩できなかった理由 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 校種別休憩できなかった理由（校種別上位５位） 
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Ｒ５

Ｒ６

５ 持ち帰り仕事の状況について 

⑴ 全校種、校種別の持ち帰り仕事の有無 

７日間における 

１日以上の持ち帰り 

仕事の実施状況 

全校種 校種別 Ｒ５ 

全校種

割合 
人数 割合 小学校 中学校 

高等 

学校 

特別支

援学校 

行った 465 46.3% 52.6% 42.3% 41.7% 46.2% 53.8% 

行っていない 540 53.7% 47.4% 57.7% 58.3% 53.8% 46.2% 

計 1,005 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 持ち帰り仕事を１日以上「行った」と回答した職別の割合 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

全
校
種 

Ｒ
６ 

<n=35>   <n=43>   <n=12>   <n=775>   <n=47>   <n=8>   <n=42>   <n=21>   <n=17> 
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Ｒ５ Ｒ６

⑶ 持ち帰り仕事を行った日数と時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

校 種 実施平均日数 
１回あたりの平均実施時間 

 勤務日 週休日･休日 

小学校 3.7 日  85.1 分 67.1 分 124.8 分 

中学校 3.2 日 104.1 分 91.3 分 136.4 分 

高等学校 3.5 日  76.5 分 66.9 分  98.9 分 

特別支援学校 3.2 日  67.9 分 58.3 分  81.6 分 

全校種 3.4 日  82.3 分 69.9 分 107.3 分 
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⑷ 持ち帰り仕事の内容（全校種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ 持ち帰り仕事をした理由（複数回答）については、約８割が「勤務時間内には

業務が終わらないため」をあげている。 

  ・ 校種別でみると、小学校・特別支援学校では「放課後は会議や研修があるため」、 

中学校・高等学校では「放課後は部活動指導があるため」をあげた教職員が３割 

いた。 

  ・ 「育児・介護等家庭の事情で勤務時間外に業務ができないため」「教材研究等は 

じっくりしたいため」を理由とした教職員はそれぞれ全校種で約２割であった。 

 

 

⑸ 持ち帰り仕事とワーク・ライフ・バランスとの関係 
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11.4%

36.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

持ち帰り仕事は

していない

週3時間30分未満

週3時間30分以上

7時間未満

週7時間以上

14時間未満

週14時間以上

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽが取れている どちらかというと取れている

どちらかというと取れていない 取れていない

〈n=537〉 

〈n=209〉  

〈n=136〉  

〈n=88〉 

〈n=30〉  
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101

47

421

282

137

減った

増えた

変わらない

持ち帰り仕事はしていない

わからない

 ⑹ 時間外勤務削減の取組が推進されることによる持ち帰り仕事の状況の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

・ 時間外勤務削減の取組を進めることにより、持ち帰りが増えたと回答したの 

は 4.8％ 

  

（単位：人） 
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85

571

60

11

174
全て把握している

一部把握している

方針や計画等は策定されている

が、内容は全く把握していない

方針や計画等は策定されていない

方針や計画等が策定されているか

どうか把握していない

６ 学校での働き方改革の取組状況について 

 ⑴ 学校における計画等の内容の把握状況【校長、副校長・教頭を除く】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ・ 「所属する学校における時間外勤務の縮減や業務改善方針及び計画等の内容 

を把握しているか」という項目について、校長、教頭・副校長を除く約 25％の 

教職員が、学校での取組について把握していない状況にある。 

 

  

（単位：人） 
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28.9%

15.6%

4.8%

12.5%

59.7%

62.8%

52.4%

43.8%

8.5%

18.6%

28.6%

21.9%

2.6%

1.6%

11.6%

15.6%

0.3%

1.4%

2.7%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

まったくそう思わない

強く感じる 概ね感じる どちらとも言えない 感じない時が多い 全く感じない

７ 教職員の仕事のやりがい 

 ⑴ 管理職の取組とやりがい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ・ 「学校の管理職は、リーダーシップを発揮して業務改善に取り組むなど、働き 

方改革を進め、教職員の勤務環境を整えていると思うか」という項目について、 

「そう思う」と回答している教職員の方がやりがいを感じている割合が高くなる 

傾向にある。 

  

〈n=305〉 

〈n=500〉  

〈n=147〉  

〈n=32〉  
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53.7%

64.1%

22.8%

1.4%

0.0%

25.6%

23.5%

5.0%

24.2%

13.2%

11.7%

7.5%

2.5%

4.6%

36.2%

69.0%

30.6%

12.7%

33.6%

23.1%

24.0%

5.7%

18.8%

10.0%

12.2%

7.9%

2.2%

3.5%

31.8%

79.7%

24.0%

28.1%

38.5%

22.9%

27.1%

5.7%

22.4%

10.9%

14.1%

3.6%

6.8%

3.1%

35.1%

65.8%

34.6%

13.0%

4.8%

16.0%

29.0%

5.2%

14.7%

4.3%

5.2%

8.2%

6.9%

4.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

学級経営

授業・教科指導

生徒指導

進路指導

部活動指導

学校行事、校外学習等

教材研究

各種研修

校務分掌、事務業務

学校マネジメント

人材育成

保護者対応

地域、卒業生会対応

その他

小 中 高 特支

 ⑵ 校種別やりがいを感じる業務 
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教職員の休憩時間及び持ち帰り仕事等の実態調査 補足資料

１ 持ち帰り仕事の傾向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２ ワーク・ライフ・バランスに係る傾向 ・・・・・・・・・・ 9

３ 担任の有無による傾向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

４ 性別による傾向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

５ 学校における時間外勤務縮減などの取組 ・・・・・・・・・ 15
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１ 持ち帰り仕事の傾向

② 年代別男女別持ち帰り仕事を行った割合【教諭・講師】

97 95

66 68

39

78

58

113

132

17

0

20

40

60

80

100

120

140

30歳以下 31～40歳 41～50歳 51～60歳 61歳以上

男性

女性

① ［調査対象］年齢別男女別人数【教諭・講師】

43.3%
40.0%

50.0% 48.5%

38.5%

53.8%

63.8%
68.1%

58.3%
52.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

30歳以下 31～40歳 41～50歳 51～60歳 61歳以上

男性

女性

③ 年代別持ち帰り仕事の状況【教諭・講師】

1

<n=176>

<n=154>

<n=185>

<n=201>

<n=57>

51.7%

51.3%

37.3%

44.8%

57.9%

23.3%

20.1%

27.0%

23.9%

15.8%

13.6%

14.3%

20.5%

15.9%

17.5%

8.0%

9.1%

10.3%

12.4%

7.0%

3.4%

5.2%

4.9%

3.0%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30歳以下

31～40歳

41～50歳

51～60歳

61歳以上

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上
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④ 子の人数別持ち帰り仕事の状況【教諭・講師】

⑤ 下の子の年齢別持ち帰り仕事の状況【教諭・講師】

2

<n=398>

<n=157>

<n=141>

<n=60>

<n=15>

<n=93>

<n=51>

<n=82>

<n=87>

<n=64>

50.0%

45.2%

41.8%

43.3%

33.3%

22.1%

24.2%

25.5%

18.3%

33.3%

14.1%

17.2%

18.4%

21.7%

26.7%

10.6%

8.9%

10.6%

8.3%

6.7%

3.3%

4.5%

3.5%

8.3%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

いない

１人

２人

３人

４人以上

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上

50.5%

27.5%

41.5%

44.8%

48.4%

18.3%

35.3%

25.6%

21.8%

21.9%

19.4%

15.7%

22.0%

19.5%

15.6%

7.5%

13.7%

8.5%

9.2%

9.4%

4.3%

7.8%

2.4%

4.6%

4.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

０～３歳

４～６歳

７～12歳

13～18歳

19歳以上

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上
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・ 女性【教諭・講師】

・ 男性【教諭・講師】

34.8%

15.2%

30.4%

52.8%

40.0%

26.1%

42.4%

32.6%

13.2%

23.3%

21.7%

18.2%

17.4%

20.8%

23.3%

8.7%

15.2%

15.2%

9.4%

10.0%

8.7%

9.1%

4.3%

3.8%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０～３歳

４～６歳

７～12歳

13～18歳

19歳以上

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上

3

<n=69>

<n=18>

<n=32>

<n=32>

<n=34>

<n=23>

<n=33>

<n=46>

<n=53>

<n=30>

55.1%

50.0%

62.5%

34.4%

55.9%

15.9%

22.2%

15.6%

34.4%

20.6%

18.8%

11.1%

21.9%

15.6%

8.8%

7.2%

11.1%

0.0%

9.4%

8.8%

2.9%

5.6%

0.0%

6.3%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

０～３歳

４～６歳

７～12歳

13～18歳

19歳以上

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上
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⑥ 介護の有無別持ち帰り仕事の状況【教諭・講師】

⑦ 学級担任の有無別持ち帰り仕事の状況【教諭・講師】

⑧ 主任の有無別持ち帰り仕事の状況【教諭・講師】

4

<n=85>

<n=677>

<n=499>

<n=272>

<n=349>

<n=412>

42.4%

47.3%

20.0%

23.3%

18.8%

16.1%

10.6%

10.0%

8.2%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護が必要な家族がいる

いない

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上

42.9%

53.7%

24.6%

20.6%

17.6%

13.6%

10.4%

9.2%

4.4%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

担任あり

担任なし

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上

41.8%

51.0%

22.6%

23.8%

17.8%

15.3%

12.6%

7.3%

5.2%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主任あり

主任なし

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上
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⑩ 時間外勤務時間と持ち帰り仕事の状況

⑨ 校種・男女別持ち帰り仕事の状況

5

<n=103>

<n=183>

<n=288>

<n=213>

<n=218>

<n=117>

<n=181>

<n=136>

<n=110>

<n=139>

<n=60>

<n=77>

<n=171>

54.7%

43.6%

56.6%

59.1%

64.0%

45.0%

68.8%

48.0%

28.2%

19.3%

14.7%

18.2%

16.5%

30.0%

14.3%

26.9%

9.4%

17.7%

16.9%

15.5%

5.8%

11.7%

6.5%

16.4%

6.0%

16.6%

6.6%

3.6%

11.5%

10.0%

6.5%

6.4%

1.7%

2.8%

5.1%

3.6%

2.2%

3.3%

3.9%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小（男性）

小（女性）

中（男性）

中（女性）

高（男性）

高（女性）

特支（男性）

特支（女性）

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上

82.5%

61.2%

56.9%

35.7%

47.2%

9.7%

21.9%

19.1%

25.8%

23.4%

5.8%

10.9%

15.3%

19.7%

11.0%

1.0%

4.9%

5.9%

15.5%

12.8%

1.0%

1.1%

2.8%

3.3%

5.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

時間外勤務なし

週5時間未満

週5時間以上10時間未満

週10時間以上15時間未満

週15時間以上

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上
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⑪ 部活動と持ち帰り仕事時間の状況

66.7%

50.0%

61.8%

55.9%

26.1%

61.1%

12.1%

15.8%

20.6%

20.6%

34.8%

0.0%

14.1%

15.8%

14.7%

17.6%

21.7%

22.2%

4.0%

5.3%

2.9%

5.9%

13.0%

5.6%

3.0%

13.2%

0.0%

0.0%

4.3%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

部活動はしていない

週3時間未満

週3時間以上6時間未満

週6時間以上9時間未満

週9時間以上12時間未満

週12時間以上

中学校

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上

6

<n=99>

<n=38>

<n=34>

<n=34>

<n=23>

<n=18>

<n=89>

<n=25>

<n=20>

<n=10>

<n=8>

<n=52>

57.3%

56.0%

65.0%

60.0%

50.0%

59.6%

18.0%

8.0%

25.0%

40.0%

50.0%

21.2%

11.2%

8.0%

5.0%

0.0%

0.0%

5.8%

10.1%

24.0%

5.0%

0.0%

0.0%

11.5%

3.4%

4.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

部活動はしていない

週3時間未満

週3時間以上6時間未満

週6時間以上9時間未満

週9時間以上12時間未満

週12時間以上

高校

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上
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⑫ 校種・男女別時間外勤務時間と持ち帰り仕事時間

563.6 538.4

796.9

567.6

942.2

628.0

262.6 316.9

118.1 197.9

158.9

119.8

114.9

160.2

110.0
131.9

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

小
（
男
性
）

小
（
女
性
）

中
（
男
性
）

中
（
女
性
）

高
（
男
性
）

高
（
女
性
）

特
支
（
男
性
）

特
支
（
女
性
）

全職種（分／週）

持ち帰り

時間外

583.1 628.2

862.2

654.6

994.6

679.4

321.2 347.6

162.9

254.6

181.7

159.4

115.8

187.7

143.7 144.3

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

小
（
男
性
）

小
（
女
性
）

中
（
男
性
）

中
（
女
性
）

高
（
男
性
）

高
（
女
性
）

特
支
（
男
性
）

特
支
（
女
性
）

教諭・講師（分／週）

持ち帰り

時間外

7
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⑬ 男女別持ち帰り仕事を行う理由

・ 持ち帰り仕事を一日でも行った場合に理由を回答（複数回答可・未回答有）

・ ８割以上が「勤務時間内に業務が終わらないため」を理由としている。

8

84.4%

22.6%

12.4%

22.0%

20.4%

19.4%

21.5%

0.0%

5.4%

83.3%

7.8%

4.8%

29.4%

24.5%

18.6%

19.0%

3.0%

5.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

勤務時間内には業務が終わらないため

放課後は部活動指導があるため

放課後は生徒面談等の指導があるため

放課後は会議や研修があるため

育児・介護等家庭の事情で勤務時間外に業務ができない

ため

教材研究等は自宅でじっくりしたいため

（特に土日など）自宅で仕事をすれば、出勤する必要が

なくなるため

管理職から早く帰るように言われているため

その他

男性

女性
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２ ワーク・ライフ・バランスに係る傾向

① 時間外勤務

35.1%

22.4%

18.9%

10.9%

6.9%

44.7%

55.2%

47.4%

38.9%

35.8%

16.7%

20.2%

28.1%

36.5%

39.4%

3.5%

2.2%

5.6%

13.7%

17.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

時間外勤務はしていない

週5時間未満

週5時間以上10時間未満

週10時間以上15時間未満

週15時間以上

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽが取れている どちらかというと取れている

どちらかというと取れていない 取れていない

② 仕事量

〈n=114〉

〈n=183〉

〈n=285〉

〈n=211〉

〈n=218〉

〈n=138〉

〈n=364〉

〈n=458〉

〈n=21〉

〈n=8〉

※ 仕事量…「現在、自分が担っている仕事量についてどう思うか」という問い

に対して「多い」「やや多い」「適当」「やや少ない」「少ない」で回答

9

6.5%

5.8%

28.4%

33.3%

75.0%

17.4%

39.6%

56.3%

42.9%

12.5%

44.2%

45.3%

12.9%

19.0%

12.5%

31.9%

9.3%

2.4%

4.8%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

多い

やや多い

適当

やや少ない

少ない

ワーク・ライフ・バランスが取れている どちらかというと取れている

どちらかというと取れていない 取れていない
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③ 管理職の取組

・ 「学校の管理職は、リーダーシップを発揮して業務改善に取り組むなど、働き方改

革を進め、教職員の勤務環境を整えていると思うか」という問い対して「そう思う」

「どちらかといえばそう思う」「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思

わない」で回答

④ やりがい

・ やりがいを強く感じている職員の方がワーク・ライフ・バランスが取れている

と感じている割合が高い。

10

〈n=304〉

〈n=505〉

〈n=147〉

〈n=32〉

〈n=180〉

〈n=595〉

〈n=173〉

〈n=37〉

〈n=14〉

28.6%

12.1%

8.8%

18.8%

46.1%

46.7%

34.7%

34.4%

21.1%

31.5%

42.9%

21.9%

4.3%

9.7%

13.6%

25.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない

まったくそう思わない

ワーク・ライフ・バランスが取れている どちらかというと取れている

どちらかというと取れていない 取れていない

28.9%

15.6%

11.0%

8.1%

35.7%

42.2%

47.6%

37.6%

29.7%

28.6%

23.3%

28.7%

38.7%

37.8%

14.3%

5.6%

8.1%

12.7%

24.3%

21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

強く感じる

概ね感じる

どちらとも言えない

感じない時が多い

全く感じない

ワーク・ライフ・バランスが取れている どちらかというと取れている

どちらかというと取れていない 取れていない
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３ 担任の有無による傾向【教諭・講師】

① ［調査対象］校種別人数

178

111

63

151

31

77

105

61

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

小 中 高 特支

担任あり

担任なし

② 校種別ワーク・ライフ・バランスに係る意識（肯定的回答※）

52.8%

44.5%

54.0%
57.0%

63.3%
58.4% 58.1%

68.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

小 中 高 特支

担任あり

担任なし

※ ワーク・ライフ・バランスが「取れている」又は「どちらかというと取
れている」という回答を合わせた数

③ 時間外勤務の状況

7.2%

8.4%

14.1%

19.7%

29.4%

29.2%

24.5%

17.5%

24.9%

25.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

担任あり

担任なし

時間外勤務はしていない 週5時間未満 週5時間以上10時間未満

週10時間以上15時間未満 週15時間以上

11

<n=503>

<n=274>
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④ 校種別休憩時間の取得状況

2.8%

23.3%

16.2%

27.6%

24.2%

42.7%

10.1%

32.8%

46.9%

56.7%

54.1%

51.3%

64.5%

54.4%

68.9%

62.3%

50.3%

20.0%

29.7%

21.1%

11.3%

2.9%

20.9%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

担任あり

担任なし

担任あり

担任なし

担任あり

担任なし

担任あり

担任なし

小
中

高
特

支

全て休憩できた 一部休憩できなかった 全く休憩できなかった

12

<n=177>

<n=30>

<n=111>

<n=76>

<n=62>

<n=103>

<n=148>

<n=61>

ー 2 の 31 ー 45



４ 性別による傾向

① ［調査対象］校種別人数

117

136 141

81

181

110

60

175
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小 中 高 特支

男性

女性

② 校種別ワーク・ライフ・バランスに係る意識（肯定的回答※）

71.6%

55.9% 58.9%

79.0%

58.9% 56.0%
63.3% 60.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

小 中 高 特支

男性

女性

③ 子どもの有無別ワーク・ライフ・バランスに係る意識（肯定的回答※）

64.6%
59.0%

71.0%

59.6%
64.8%

59.4% 57.9%
61.1%

50.7%

60.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

全体 子どもあり 子どもなし 介護あり 介護なし

男性

女性

<n=475><n=526> <n=249><n=235> <n=224><n=285> <n=47><n=73> <n=423><n=442>

13

※ ワーク・ライフ・バランスが「取れている」又は「どちらかというと取
れている」という回答を合わせた数
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④ 校種別・男女別休憩時間の取得状況

15.7%

9.4%

25.4%

16.4%

41.0%

28.3%

29.9%

16.4%

54.8%

50.0%

53.7%

57.3%

54.7%

63.3%

58.4%

68.4%

29.6%

40.6%

20.9%

26.4%

4.3%

8.3%

11.7%

15.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小（男性）

小（女性）

中（男性）

中（女性）

高（男性）

高（女性）

特支（男性）

特支（女性）

全職種

全て休憩できた 一部休憩できなかった 全く休憩できなかった

9.5%

3.8%

23.4%

16.9%

39.7%

29.2%

21.3%

14.6%

54.1%

48.5%

53.2%

53.2%

55.2%

62.5%

63.9%

68.1%

36.5%

47.7%

23.4%

29.9%

5.2%

8.3%

14.8%

17.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小（男性）

小（女性）

中（男性）

中（女性）

高（男性）

高（女性）

特支（男性）

特支（女性）

教諭・講師

全て休憩できた 一部休憩できなかった 全く休憩できなかった

⑤ 持ち帰り仕事の状況

14

<n=115>

<n=180>

<n=134>

<n=110>

<n=139>

<n=60>

<n=77>

<n=171>

<n=74>

<n=130>

<n=111>

<n=77>

<n=116>

<n=48>

<n=61>

<n=144>

<n=469>

<n=522>

60.3%

48.5%

18.6%

22.8%

10.0%

16.1%

7.9%

9.8%

3.2%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

持ち帰り仕事はしていない 週3時間30分未満 週3時間30分以上7時間未満

週7時間以上14時間未満 週14時間以上
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５ 学校における時間外勤務縮減などの取組

① 学校の業務で、削減、または効率化できる業務の有無について

607

318

91

ある

ない

回答なし

（単位：人）

・ 約６割の職員が削減、効率化できる業務があると回答している。

② 削減、効率化できる業務項目

15

項 目 小学校 中学校 高校 特支 全校種

授業、学習指導 8.5% 5.3% 10.4% 1.9% 6.5%

授業準備、片付け 3.0% 1.8% 1.4% 6.9% 3.3%

校務分掌 2.0% 1.2% 1.4% 1.3% 1.5%

試験作成・採点、成績処理 3.5% 6.4% 2.8% 0.6% 3.4%

試験・テスト監督等の対応 0.0% 0.6% 4.2% 0.0% 1.0%

生徒指導、進路指導 6.5% 5.8% 5.6% 0.0% 4.6%

教育委員会等からの調査 4.0% 3.5% 3.5% 0.6% 3.0%

朝終礼、会議、打合せ 10.1% 9.4% 10.4% 15.7% 11.3%

日直業務 1.5% 0.0% 0.7% 1.9% 1.0%

研修 2.0% 2.9% 2.1% 2.5% 2.4%

行事 25.6% 10.5% 11.8% 15.1% 16.3%

会計 3.5% 2.3% 5.6% 18.2% 7.1%

事務作業・軽作業(会計除く) 19.1% 17.5% 16.7% 32.7% 21.4%

部活動 0.0% 21.1% 16.7% 0.6% 9.1%

PTA関係 6.0% 8.8% 2.1% 1.3% 4.8%

保護者対応 1.5% 2.3% 3.5% 0.6% 1.9%

施設・設備整備 3.0% 0.6% 1.4% 0.0% 1.3%
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報告第 61 号 

                                                               教 育 指 導 課 

 

令和７年度島根県公立高等学校入学者選抜における特色選抜の結果について 

 

１ 実施日 １月21日（火）～23日（木）のうち、各学校が定めた日 

      ※県教育委員会作成の学力検査は、22日（水）に一斉に実施 
 

２ 合格内定通知  １月30日（木）各高等学校長から中学校等の校長へ通知 

 

３ 合格発表    ３月14日（金）10時 一般選抜合格者とともに発表 

 

４ 総合選抜 （詳細は別紙「出願者数・合格内定者数（学校別）」参照） 

 ⑴ 募集高校・学科数  36校71学科  （R６年度推薦選抜 35校64学科） 

 ⑵ 募集人員       1,717名程度 （R６年度推薦選抜 1,159名程度） 
※ 募集人員は当該学科の入学定員の40％(体育科は60％）程度までで各学校が定めている。 

  ⑶ 選抜方法         書類審査、面接、学力検査等 

            ※各高校が２つ以上の検査方法を指定して実施 

  ⑷ 実施高校・学科数  36校71学科  （R６年度推薦選抜 34校62学科） 

 ⑸ 出願者数          2,675名    （R６年度推薦選抜 872名） 

 ⑹ 合格内定者数    1,697名   （R６年度推薦選抜 779名） 

    過去の推薦選抜  総合選抜 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

募集高校数 29  30   33   34    35  36 

募集人員(程度） 1,096  1,070  1,132  1,132  1,159  1,717 

出願者数 758  851  892  904  872  2,675 

合格内定者数 709  761  800  781  779  1,697 

   

５ 中高一貫特別選抜 

 ⑴ 募集及び実施高校・学科  飯南高校・普通科、吉賀高校・普通科   

 ⑵ 募集人員    飯南高校 募集人員は、入学定員内とし、特に定めない。 

          吉賀高校 20名程度 

  ⑶ 選抜方法     書類審査、面接等 

 ⑷ 出願者数     飯南高校 19名 （R６年度  29名） 

                  吉賀高校 11名 （R６年度  17名） 

⑸ 合格内定者数 飯南高校 19名 （R６年度  29名） 

                  吉賀高校 11名 （R６年度  17名） 

 

６ スポーツ特別選抜 

（詳細は別紙｢スポーツ特別選抜出願者数・合格内定者数（学校別）」参照） 

 ⑴ 募集高校    19校 （R６年度スポーツ特別推薦選抜 18校） 

 ⑵ 実施高校    18校 （R６年度スポーツ特別推薦選抜 15校） 

 ⑶ 募集人員       176名（R６年度スポーツ特別推薦選抜 136名） 

  ⑷ 選抜方法       書類審査、面接、実技等 

           ※各高校が２つ以上の検査方法を指定して実施 

 ⑸ 出願者数       101名 （R６年度スポーツ特別推薦選抜 49名） 

 ⑹ 合格内定者数   99名 （R６年度スポーツ特別推薦選抜 49名） 
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７ 今後の日程 

２月３日（月）～２月６日（木） 一般選抜出願期間 

２月７日（金） 一般選抜出願状況発表（志願変更前） 

（午前10時、教育指導課ＨＰで公表） 

２月10日（月）～17日（月）   志願変更受付期間 

２月19日（水） 一般選抜最終出願状況発表（志願変更後） 

（午後２時、教育指導課ＨＰで公表） 

３月５日（水） 学力検査（国語、数学、社会、英語、理科各50分） 

３月６日（木） 面接等 

３月11日（火） 追検査 

３月14日（金） 一般選抜等合格発表 （午前10時、公表） 

第２次募集実施校公表（午前10時、教育指導課ＨＰで公表） 

３月17日（月）～18日（火）    第２次募集出願期間 

３月19日（水） 第２次募集作文・面接検査等 

３月24日（月） 第２次募集合格発表 （午後３時、公表） 
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報告第 62 号  

教 育 指 導 課  

 

県立高校一人一台貸出端末の卒業後の無償譲渡について 

 

１ 現状 

令和４年度入学生より導入している県立高校での生徒一人一台端末は、県が指定した

端末を保護者が負担する形で整備 

 

⑴ 県の支援 

支援策 対象者 支援内容 

① 生徒用端末購入費助成 全て 端末価格の1/3 

② タブレット奨学金制度 希望者 
①を行ったうえで、保護者負担（2/3）に

対し無利子奨学金による分割支払 

③ 貸出端末の配備 低所得者世帯 県で整備した端末を貸与 

※低所得者世帯：生活保護世帯、住民税所得割非課税世帯、家計急変世帯 

 

⑵ 貸出端末の利用状況等 

・ 貸出用端末を利用している令和４年度入学生は、令和６年度末に卒業 

・ 令和３年度に貸出端末を文科省補助金と新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金を活用し、1,000台整備 

（単位：台） 

調達台数 
内訳 

令和４年度入学生分 令和５年度入学生分 予備機等 

1,000 81 97 822 

※令和４年度入学生分の内訳：全日制79台、定時制２台 

 

２ 対応 

・ 令和６年度以降、卒業の際に、貸出端末の譲渡を希望する生徒に貸出端末の無償譲

渡を行う。（毎年１月に希望調査を実施） 

・ 譲渡を希望しない生徒分の貸出端末は、予備機とする。 

・ 令和４年度入学生分の令和６年度卒業生端末については、端末の処分制限期間に該

当するため、譲渡希望者数の確定後、国費返還手続きを実施する。令和６年度卒業生

端末を除く貸出端末については、処分制限期間を過ぎるため、国費返還手続きは不要。 
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３ 影響比較 

・ 卒業時点での貸出端末の残存価格と処分費等は同額程度となる見込み 

・ 令和６年度のみ無償譲渡による経済的損失に加え、国費の返還が発生 

 

⑴ 令和６年度卒業生 

項目 
１台当たりの県への

影響額（円）（Ａ） 

利用者数（人） 

（Ｂ） 

県への影響額（円） 

（Ａ×Ｂ） 

端末の生徒への譲渡 △10,863 79 △858,177 

国費返還 △10,863 79 △858,177 

小計 △21,726  △1,716,354 

令和７年度末において

不要となる廃棄処分費 

11,000 79 869,000 

合計 △10,726  △847,354 

※１台当たりの県への影響額：耐用年数４年のうち、３年間使用した場合の端末の残存価格

（R7.3.31時点） 

令和４年度貸出用端末

の残存価格（円） （Ａ×Ｄ） 

貸 出用 端末 価格

（円） （Ａ） 

耐 用 年 数

（年）（Ｂ） 

経 過 年 数

（年）（Ｃ） 

残存率（％） 

（Ｄ（Ｂ－Ｃ／Ｂ）） 

10,863 43,450 ４ ３ 25 

 

⑵ 令和７年度卒業生以降 

項目 
１台当たりの県への

影響額（円） 

端末の生徒への譲渡 △10,863 

不要となる廃棄処分費 11,000 

合計 137 

 

４ 参考 

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例（島根県条例第41号）【抜粋】 

（物品の譲与又は減額譲与） 

第８条 物品は、次に掲げる場合においては、これを譲与し、又は時価よりも低い価

額で譲与することができる。 

⑴ 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共団体又

は私人に物品を譲渡するとき。 

⑵ 物品又は工作物で公用又は公共用に供するため寄附を受けたものの用途を廃止

した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるも

のを当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。 

⑶ 県の事務又は事業の遂行上適当であると認めるとき。 

ー 4 の 2 ー 55



報告第 63 号 

教 育 指 導 課 
 

令和７年３月高校卒業予定者の就職内定状況（12月）について 
（県立、市立及び私立の全日制並びに県立の定時制） 

１ 就職内定状況の年度別推移 

   注１：令和２年度の数値は、１月末日現在 

   注２：令和３年度、４年度の数値は、12月末日現在 

   注３：令和５年度、６年度の数値は、12月25日現在 
 

２ 就職内定者の県内、県外の割合（  県内  県外 ） 

(  )は県立高校における割合 

 

３ 就職内定者の高校所在地域別の県内、県外の割合（  県内  県外 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.0% 79.7% 79.0% 82.3% 77.4%

22.0% 20.3% 21.0% 17.7% 22.6%

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

年度 
卒業予
定者数
(人) 

就職希望者数(人) 就職希
望者の
割合 

就職内定者数(人) 
内定率 

就職未内定者数(人) 

県内 県外 小計 県内 県外 小計 県内 県外 小計 

Ｒ２ 5,850 986 280 1,266 21.6% 965 272 1,237 97.7% 21 8 29 

Ｒ３ 5,596 909 238 1,147 20.5% 866 220 1,086 94.7% 43 18 61 

Ｒ４ 5,537 882 233 1,115 20.1% 830 221 1,051 94.3% 52 12 64 

Ｒ５ 5,271 885 192 1,077 20.4% 847 182 1,029 95.5% 38 10 48 

Ｒ６ 5,377 837 249 1,086 20.2% 789 231 1,020 93.9% 48 18 66 

東 部（Ｒ６内定者 680 名） 西 部（Ｒ６内定者 312 名） 隠 岐（Ｒ６内定者 28 名） 

(79.3％) (83.3％) (77.9％) (78.8％) (79.5％) 

85.9%

88.7%

88.6%

88.6%

86.2%

14.1%

11.3%

11.4%

11.4%

13.8%

Ｒ６

Ｒ５

Ｒ４

Ｒ３

Ｒ２

60.6%

69.8%

58.6%

63.6%

63.2%

39.4%

30.2%

41.4%

36.4%

36.8%

Ｒ６

Ｒ５

Ｒ４

Ｒ３

Ｒ２

57.1%

57.1%

43.5%

43.2%

36.8%

42.9%

42.9%

56.5%

56.8%

63.2%

Ｒ６

Ｒ５

Ｒ４

Ｒ３

Ｒ２
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